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大 阪 府 市 規 制 改 革 会 議  第 四 次 提 言  

「建築土地利用・雇用等分野」 

（構成） 
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序章 建築土地利用・雇用等分野の規制緩和の必要性  
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 建築土地利用・雇用等分野においては、委員及びヒアリングを行った事業者から、建築土

地利用、雇用労働、ＩＴ、教育に関する提案があった。 

 【提案（例）】 

  ・既存ストックの有効活用、再生に向けた規制緩和 

  ・労働者派遣や労働基準等に関する規制緩和 

  ・ビックデータや大学設置基準等の規制緩和   など 

 これらの提案は、府民・市民の安心居住と活力を推進するとともに、産業人材を育成・確

保して大阪産業の活性化に資するほか、大学等の集積を促進して国際競争を勝ち抜く人材

を育成でき、大阪のみならず全国にも波及効果が見込めることから、本規制改革会議で提

言を行うこととする。 



  

第１章 規制緩和を提案する背景   
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（１）建築土地利用 
 人口減少が予想される中、新たなストックを生み出すのではなく、今ある建築ストックを有効に
活用し、都市の魅力をいかに高めていくかがこれからの都市再生の大きな課題。 
 現在も民間の力による再生の動きが活発に行なわれつつあり、この潮流をより加速させるた
めにも、既存の建築物に対する各種規制など、多角的な観点から見直すことが必要となってい
る。 
   
（２）雇用労働 
 大阪の成長を持続可能なものとするには、人材力の強化や活躍の場をつくりだす必要がある。
今後、少子高齢化の進行により、生産年齢人口が減少すると見込まれることから、高齢者、女
性、若年層、障害者等、社会資源としての人材をいかに有効に活用できるかが課題となってい
る。 
   
（３） Ｉ Ｔ 
 近年、情報通信技術（ＩＣＴ）の進展により、多種多様なビックデータの収集・蓄積が容易になっ
ており、異変の察知や近未来の予測等を通じて、利用者のニーズに即したサービス提供、業務
運営効率化や新産業創出などが期待されている。 
 しかし、既存制度では、個人情報保護法において保護すべき個人情報の範囲が明確でない
ため事業者がビッグデータの利活用に二の足を踏むなど、その利用を阻害する要因がある。 
 
（４）教育 
 大阪市等の都心部では、工場等制限法により大学が郊外に移転し、東京では、大学の都心
回帰の傾向があるが、大阪市では、一定規模以上の空地がみられるにもかかわらず、大学の
都心回帰傾向がみられない。 
 
 
 
 



■規制改革・府市改善の提案 

建築土地利用 

① 既存建築物の再生に資する規制緩和等※ 

② 建築物の用途規制の緩和※ 

③ 非常用電源設置に関する規制緩和 

④ 建設業許可に関する規制緩和 

雇用労働 
⑤ 労働者派遣に関する規制緩和 

⑥ 労働基準等に関する規制緩和 

Ｉ Ｔ ⑦ ビックデータに関する規制緩和 

教 育 ⑧ 大学、通信制高校、職業訓練校の設置に関する規制緩和 

規制改革提案 

府市改善提案 

建築土地利用 
① 魅力ある都市空間の創出、賑わいづくりに向けた規制緩和 

② 事前協議等に関する意見書への速やかな回答 

※一部は、平成25年9月に国家戦略特区として提案 
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第２章 

規制改革提案 

 

○第２章では、建築土地利用分野、雇用労働分野、ＩＴ分野、教育分野 

 における、事業者等が活動しやすい環境づくりを進めるために取り組むべき 

 規制改革についての提案を示す。 
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【規制の根拠】 
 

  建築基準法 

   ・第８６条の５ 

  （一の敷地とみなすこと等の認定 

    又は許可の取消し） 

   ・第５２条 

  （容積率） 

   ・第６条 

  （建築物の建築等に関する申請及び確認）  

規制改革提案① 既存建築物の再生に資する規制緩和等 

〔提案趣旨〕 
・マンションの建て替えに必要な住民決議は４/5であるのに対し、一団地の総合的設計制度の区 
 域の一部を他に活用（売却等）するために団地区域の縮小を行う場合は全員同意が必要である。   
 民法の共有規定との整合性を図りつつも、一定の要件を満たすものについては、一団地の総合 
 的設計制度の全員合意の条件を緩和。 
・容積率に余裕のない又は既存不適格の住宅・建築物は、容積率の制限があるため、現状の床面 
 積の確保が出来ず、建替えが進まない。耐震性が不足している等、建替えの必要性の高い住宅 
 ・建築物は、容積率を緩和して建替えを促進。 
・検査済証がない既存住宅・建築物は、増築・用途変更等が進んでいないため、国は、検査済 
 証が無い住宅・建築物の増築・用途変更等を促進する仕組みを創設。 

【規制緩和の内容】 
 

  建築基準法の改正 

   ・一団地の総合的設計制度の全員合意の緩和 

   ・耐震性が不足している建て替えが必要な既存 

    建築物の容積率の緩和 

   ・検査済証のない住宅（建築物）の増築・用途変 

    更等の仕組みづくり 

     ①増築・用途変更に伴う建築確認において、 

      一定の適法性を判断する統一的な基準の策定 

     ②当該基準に基づく調査で一定の適法性が認め    

      られる建築物の増築・用途変更等の仕組みづ 

      くり、手続きの円滑化 
≪規制緩和により考えられる効果≫ 
  ■災害に強いまちづくりの推進 



提 案名 ① 既存建築物の再生に資する規制緩和 

テーマ 
1-1 一団地の総合的設計制度の地
権者同意の緩和 

1-2 既存不適格住宅・建築物に関する
容積率緩和 

1-3 検査済証が無い住宅（建築物）の増築
等の仕組みづくり 

現行制度
の概要 

建築基準法では、建築物の敷地又
は敷地以外の土地で形成されてい
る一団地内に、一又は二以上の建
築物を総合的設計によって建築さ
れた既認定の区域を縮小する場合、
所有権又は借地権を有する者の全
員の合意が必要。 

建築基準法では、道路，公園，上下水道
等の公共施設の供給・処理能力とのバラ
ンスを保ち，市街地環境の悪化を防止す
るために、建築物の容積率を規制。 

用途地域の指定区域（市街化区域）にお
いては，都市計画で指定容積率を規定。 

 既存住宅を増築・用途変更等を行う場合、

建築基準法により建築確認申請の手続きが
必要であり、その場合、原則、既存住宅の
法適合を証する検査済証が必要。 

課題・ 
支障 
事例 

一団地の総合的設計制度で団地区
域の縮小を行う場合は全員同意が
必要となり、他の活用（売却等）が
進まない。 

容積率に余裕のない又は既存不適格で
減床しなければならないマンションは、容
積率の制限があり、現状の床面積の確
保が出来ず建替えが進まない。 

 平成１０年頃までは、検査済証の交付率が

２０％台を推移しており、多くの住宅（建築
物）は完了検査を受検しておらず、検査済証
の交付を受けていない。 

そのため、検査済証が無いことを理由に増
築・用途変更等を断念する場合がある。 

具体的規
制の根拠 

・建築基準法第86条の５ 

 （一の敷地とみなすこと等の認定
又は許可の取消し）  
 

・建築基準法第52条 
 （容積率） 

・建築基準法第6条  
（建築物の建築等に関する申請及び確認）  
・建築基準法第7条 
（建築物に関する完了検査）  

方向性 

一団地の総合的設計制度の区域
縮小の際の全員合意の緩和 

耐震性が不足している建て替えが必要 
な既存住宅・建築物の容積率の緩和 
 

検査済証のない住宅（建築物）の増築等を
促進する仕組みの創設 
①増築・用途変更に伴う建築確認において、
一定の適法性を判断する統一的な基準の
策定 
②当該基準に基づく調査で一定の適法性が
認められる建築物の増築・用途変更等の仕
組みづくり、手続きの円滑化 

関係先 国土交通省 国土交通省 国土交通省 

備考・留意点 

個別提案シートの例 
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【規制の根拠】 
 

  建築基準法 

   ・第４８条（用途地域等） 

   

  建築基準法施行令 

   ・第１３７条の７（用途地域等関係）  

規制改革提案② 建築物の用途規制の緩和 

〔提案趣旨〕 

・住居専用地域では、用途規制により、住民介護用事務所を設置できないため、近隣住民の利便 

 上、必要性の高いものについては、用途規制を緩和。 

・工業地域から準工業地域に用途変更があり、「既存不適格建築物」となった場合、既存の20％ 

 以上の増設ができない。不適格な用途となる製造施設だけでなく、それに付属する適格な事務 

 所や研究所も同じ扱いとなる。 

【規制緩和の内容】 

  建築基準法の改正 

   ・住居専用地域における用途規制緩和 

    （社会的ニーズの高い住民介護事務所等 

      の設置促進） 
   
  建築基準法施行令の改正 

   ・既存不適格建築物の増改築の規制緩和 

    （用途地域の変更により不適格建築物と 

      なった事業所における建築規制の緩和） 
≪規制緩和により考えられる効果≫ 

  ■高齢化社会に対応したまちづくりの推進 

  ■大阪産業の活性化 



提 案名 ② 建築物の用途規制の緩和 

テーマ 2-1 住居専用地域における用途規制緩和 2-2 既存不適格建築物の増改築の規制緩和 

現行制度
の概要 

建築基準法では、用途地域（１２）※毎に、建物の
種類、建ぺい率、容積率、高さなどを規制。 
 
※第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第
二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居
地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準
工業地域、工業地域、工業専用地域 
 
＊第一種中高層住居専用地域で建設できる建物 
  住宅、共同住宅、学校、神社、寺院、教会、 
  老人ホーム、保育所、診療所、巡査派出所 
  大学、病院、老人福祉センター、店舗 等 

建築基準法では、既存の適法な建築物が法令の改正
等により基準を満たさない場合も、新たに施行又は適
用された規定を適用しない「既存不適格建築物」の規
定がある。 

この既存不適格建築物の増改築を行う場合、原則、
既存部分の現行基準への適合を求めているが、20%

未満の増築や用途変更を伴わない改築等は、現行基
準の適用を緩和。 

課題・ 
支障 
事例 

住居専用地域に、住民介護用の事務所を設置し
ようとしても認められない。 
 

工業地域から準工業地域に用途変更があり、「既存
不適格建築物」となった場合、既存の20％以上の増設
ができない。不適格な用途である製造施設だけでなく
それに付属する適格な事務所や研究所も同じ扱いと
なる。 

具体的規
制の根拠 

・建築基準法第４８条（用途地域等） 
 

・建築基準法第３条第２項（適用の除外） 
・建築基準法第86条の７（既存の建築物に対する制限
の緩和）  
・建築基準法施行令第１３７条の７（用途地域等関係）  

方向性 
社会的ニーズの高い住民介護事務所等の設置を
促進するため、住居専用地域における用途規制を
緩和。 

「既存不適格建築物」の指定を受けた事業者が、不適
格となる製造施設だけでなく、それに付属する適格な
事務所等を増設する場合の規制緩和。 

関係先 国土交通省 国土交通省 

備考・留意点 

個別提案シートの例 
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【規制の根拠】 
  消防法 
   ・第１０条（危険物） 
  建築基準法施行令 
   ・第１１６条（危険物の数量） 

規制改革提案③ 非常用電源設置に関する規制緩和 

〔提案趣旨〕 
・建築基準法では、用途地域に応じて危険物の貯蔵量が規定されており、重油２千L以上の非常 
 用自家発電機は、危険物一般取扱所となり、消防法の設置基準を満たす必要がある。 
・日常の安全性も考慮した上で、災害時のみ稼働する非常用発電機に限定し、設置基準を緩和 
 できないか検討。 

【規制緩和の内容】 
  消防法の改正 
   ・非常用電源の重油等貯蔵量の規制緩和 
 （建築基準法施行令の改正） 
   ・非常用電源の重油等貯蔵量の規制緩和 

現行制度
の概要 

建築基準法では、用途地域に応じて危険物の貯蔵量が規定されている。 
２０００リットルを超える貯蔵タンク（地下）は地下タンク貯蔵所として政令の基準を満たす必要あり。 

課題・ 
支障 
事例 

自家発電機を24時間稼働したときの燃料消費量が2000リットルを超える自家発電機の設置は、危険物一
般取扱所となり、政令基準を満たす必要があり、規制量を守ると40時間程度しか運転できず非常時に使
用できない。 

具体的規
制の根拠 

・消防法第１０条（危険物） 
・建築基準法施行令第１１６条（危険物の数量） 

方向性 
自家発電機については、災害時のみ稼働する非常用発電機に限定し、燃料の規制量を緩和。 

関係先 消防庁、（国土交通省）  

考えられ
る効果 

災害に強いまちづくりの推進（災害時の非常用電源の普及） 
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【規制の根拠】 
  建設業法 
   ・第２条（別表第１） 
   ・第７条（許可の基準）  

規制改革提案④ 建設業許可に関する規制緩和 

〔提案趣旨〕 
・建設業法では、28業種に分類しているが、該当がないものがあることから、施工実態や取引 
 実態の変化などを踏まえ、業種区分の見直しを行う。 
・建設業法では、経営経験（取締役以上）が5年以上でないと、建設業の許可を受けること 
 ができないため、本規定の削除あるいは、年数の短縮化、講習の受講などの代替措置を講 
 じる。 

【規制緩和の内容】 
  建設業法の改正 
   ・建設業の業種分類の見直し 
   ・建設業役員の経験年数の緩和 

テーマ 4-1 建設業の業種分類の見直し 4-2 建設業役員の経験年数の緩和 

現行制度 
の概要 

現行法では、「建設工事」は、土木建築に関する工事
として２８業種を規定している。 

建設業法では、常勤役員の１人が 許可を受けようとする建設業に
関し、５年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
として規定されている。 

課題・支障 
事例 

該当がないものは、国交省のガイドライン（通達）で
法の分類に当てはめており、実態に合っていないも
のがある。 

大企業の子会社では、役員が２年で交代するため、５年の建設業
の役員経験が欠ける恐れが高い。 

具体的規制
の根拠 

・建設業法第２条 
・建設業許可事務ガイドライン（通達） 

・建設業法第７条 
・国交省告示第438号（建設業法第７条第１号イに掲げる者と同等
以上の能力を有する者を定める件） 

方向性 
ガイドライン（通達）の見直しに加え、法律上の業種
を現在の状況に併せて見直す。 

５年以上の経営経験の規定の削除あるいは、年数の短縮化、講習
の受講などの代替措置の創設。 

関係先 国土交通省 国土交通省 

考えられる
効果 

大阪産業の活性化（建設業の振興） 
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【規制の根拠】 
  労働者派遣法 
   ・第４条第２号 
   （労働者派遣業務の制限） 
   ・第３５条の３ 
   （日雇労働者についての労働者派遣の禁止） 
   ・第４０条の２第１項第１号 
   （労働者派遣の役務の提供を受ける期間） 
   ・第７条 
   （許可の基準等）  
  職業安定局長通達 
   ・労働者派遣事業関係業務取扱要領 

規制改革提案⑤ 労働者派遣に関する規制緩和 

〔提案趣旨〕 

・建設業については、現在も派遣が認められておらず、請負によるものとなっているため、建設 

 業の派遣規制を除外。 

・ 日雇業務における派遣社員の需要は高く、１日で100人規模で労働力が必要な時にハローワー 

 クで紹介するのは難しいため、１日単位の派遣禁止を緩和。 

・登録型の派遣の派遣現場で「通称、旧政令２６業務」の区分に基づく規制は非常に混乱してい 

 るため、登録型派遣業務の範囲の制限を緩和。 

・労働者派遣業許可の財産要件（純資産2000万円、預金1500万円。預金は純資産に含まれる） 

 を緩和。 

【規制緩和の内容】 

  労働者派遣法の改正 

   ・建設業の派遣禁止の緩和 

   ・日雇派遣の禁止の緩和 

   ・登録型派遣の職種制限の撤廃 

   ・労働者派遣業の許可基準の緩和 



提 案名 ⑤ 労働者派遣に関する規制緩和 

テーマ 
5-1 建設業の派遣禁止の
緩和 

5-2 日雇派遣の禁止の緩和 
 

5-3 登録型派遣の職種制限の
撤廃 

5-4 労働者派遣業の許可基
準の緩和 

現行制度の
概要 

労働者派遣法では、港湾
運送業務、建設業務等に
ついては、労働者派遣事
業を禁止。 

労働者派遣法では、派遣元事業
主は、専門的な知識、技術又は
経験を必要とする業務のうち、
雇用する日雇労働者（日々又は
30日以内の雇用労働者）につい
て、労働者派遣を禁止。  

労働者派遣法では、登録型派
遣は、専門の２８業種※に限定。 
 
 ※労働者派遣法の改正 
   (H24.10.1施行)に伴い、 
   旧政令26業務は、28業務 
   に変更 

労働者派遣法では、労働者
派遣業許可の要件を規定。
（資産要件） 
「2,000万円×事業所数」 
（現金・預金額要件） 
・「1,500万円×事業所数」 
 

課題・ 
支障 
事例 

建設業については、現在
も派遣が認められておら
ず、請負によるものとなっ
ている。 

 日雇業務における派遣社員の
需要は高いが、１日だけで100

人規模の労働力が必要な時に
ハローワークで紹介するのは難
しい。 

登録型の派遣の派遣現場で２
８業務の区分に基づく規制は
非常に混乱している。 

財産要件（純資産2000万円、
預金1500万円）は、金額が

高すぎて業の許可が得られ
にくい。 

具体的規制
の根拠 

労働者派遣法第4条第2号 労働者派遣法第35条の３ 労働者派遣法第40条の2第1項
第1号 

労働者派遣法第7条 

方向性 

労働者派遣事業の行って
はならない業務から建設
業を除外 

一日単位の派遣禁止を緩和 登録型派遣での２８業務の職
種制限を撤廃 

保険制度や預託制度など
の改善を求める 

関係先 ・厚生労働省 ・厚生労働省 ・厚生労働省 ・厚生労働省 

備考・ 
留意点 

個別提案シートの例 

14 



15 

【規制の根拠】 
  労働基準法 
   ・第３２条（労働時間） 
   ・第４１条（労働時間等に関する規定の適用除外） 
   ・第１５条（労働条件の明示） 
  労働基準法施行規則 
   ・第５条第３項（労働者へ明示する労働条件） 
  最低賃金法 
   ・第９条（地域別最低賃金の原則） 
   ・第１０条（地域別最低賃金の決定） 
   ・第１２条（地域別最低賃金の改正等）  
  地域最低賃金公示 
  職業安定法 
   ・第３１条第１項（有料職業紹介の許可にかかり、 
    国外にわたる職業紹介の許可基準） 

規制改革提案⑥ 労働基準等に関する規制緩和 

〔提案趣旨〕 
・ホワイトカラーの業務は多様であり、必ずしも成果を労働時間で測れるものでないため、一律 
 の労働時間で規制すべきではなく、多様な働き方を支えるため、労働時間規制の適用除外に高 
 度な能力を持った人材等を追加。 
・テレワークで出勤不要の職種にも、書面での明示を義務付けており、合理的でないため、労働 
 条件の明示の方法について、書面に限定することなく、ファックスやメールなど電子媒体も追 
 加。 
・都道府県ごとに最低賃金を一律に定めることは合理性が無いため、全国あるいは広域で（最低 
 賃金額を）一本化した上で,大都市特例などを設けるなど、現実に即した制度に変更。 
・国際間の職業紹介の免許は、相手国政府の許可を先に得ないと日本政府が許可しないため、法 
 令整備が整っていない開発途上国への職業紹介ができない。 

【規制緩和の内容】 

  労働基準法の改正 

   ・ホワイトカラーエグゼンプション 

   ・労働条件明示の方法 

   ・都道府県別最低賃金の緩和 

   ・国外にわたる職業紹介の許可基準の緩和 

≪規制緩和により考えられる効果≫ 
  ■地域の雇用創出の推進 



提 案名 ⑥ 労働基準等に関する規制緩和 

テーマ 
6-1 ホワイトカラーエグゼンプ
ション 

6-2 労働条件明示の方法 6-3 都道府県別最低賃金の
緩和 

6-4 国外にわたる職業紹介
の許可基準の緩和 

現行制度の
概要 

日本では、休憩時間を除き40
時間/週（８時間/日）以上の労

働を禁止しており、させてはな
らない。 

ただし、農林、畜産、養蚕又は
水産等の一部の事業や監督・
管理者等は除外されている。 

現行法では、使用者は、労働
契約締結の際、労働者に対し
て賃金、労働時間等の労働条
件を明示が義務づけられてお
り、書面のみの交付と規定。  
 

最低賃金法に基づき国が賃
金の最低限度を定め、使用
者は、最低賃金額以上の賃
金を支払う義務がある。 

また、都道府県毎に地域最
低賃金を定める義務があり、
全国で４７件設定されている。 
 

国外にわたる職業紹介につ
いて、国外における職業紹
介機関を利用する場合は、
相手国で職業紹介の許可
を受けている必要がある。 

課題・ 
支障 
事例 

ホワイトカラーの業務は多様で
あり、必ずしもその成果を労働
時間で測れるものでないため、
労働時間規制の適用になじま
ない。 

テレワークで出勤不要という
職種に対しても、書面での明
示を義務付けており、合理的
でない。 

 都道府県ごとに一律に定め

るということについては合理
性が無い。大阪府内であって
も大阪市内の企業の支払い
能力と、都市から遠隔地の市
町村の支払い能力は違う。 

法令整備が整っていない開
発途上国へ職業紹介をした
くても、相手国政府の許可
が得られずできない。 

具体的規制
の根拠 

・労働基準法第32・41条 ・労働基準法第15条、 
・同施行規則第5条第3項 

・最低賃金法第9・10・12条 
 

・職業安定法第31条第1項
の有料職業紹介の許可に
かかり、国外にわたる職業
紹介の許可基準 

方向性 

労働時間規制の適用除外に
高度な能力を持った人材等を
追加。 

労働条件の明示の方法につ
いて、書面に限定することなく、
ファックスやメールなど電子媒
体も認める。 

全国あるいは広域で（最低賃
金額を）一本化した上で,大都
市特例などを設けるなど、現
実に即した制度に変更 

相手国免許がない場合も、
海外への職業紹介につい
て、国内職業紹介の許可を
認める。 

関係先 厚生労働省 厚生労働省 厚生労働省 厚生労働省 

備考・ 
留意点 

個別提案シートの例 
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【規制の根拠】 
  個人情報保護法 
   ・第２条第１項等    

規制改革提案⑦ ビックデータに関する規制緩和 

〔提案趣旨〕 
・大量に蓄積されるデータの活用は、地域活性化、行政の効率化、地理空間情報、農業、医療、
健康、資源・エネルギー、防災・減災、道路交通、教育等の分野における課題解決にもつながり、
ビッグデータビジネスの活性化は成長の切札となる。 

【規制緩和の内容】 
  個人情報保護法等の改正 
   ・保護すべきデータの範囲の明確化、及び個人特定の可能性が十分低減したデー 

    タについて、厳格な利用ルールの下で第三者提供にかかる本人同意を不要とする。 

現行制度 
の概要 

個人情報保護法において保護すべき個人情報の範囲が明確でないため事業者がビッグデータの利活用
に二の足を踏むなど、その利用を阻害する要因がある。 

課題・ 
支障 
事例 

現行法では、事業者により収集された個人情報が、どの程度の加工等を行えば、個人情報に該当しなくな
るのか不明確である。 
そのため、収集した個人情報を、新規ビジネス、災害時、医療・保健政策に活用することが阻害されている。 

具体的規
制の根拠 

・個人情報保護法第２条第１項、第１５条第１項、第１６条第１項（利用目的による制限） 

方向性 
保護すべきパーソナルデータの範囲を明確化し、個人が特定される可能性が十分低減したデータについ
ては、当該事業者への厳格な利用ルールを定めつつ、第三者提供における本人同意を不要とする。 

関係先 内閣官房 

考えられ
る効果 

大阪産業の活性化（ビックデータビジネスの創出・振興）など 
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【規制の根拠】 
  構造改革特区法 
   ・第１２条第２項  
  構造改革特別区域法第12条第1項の規定に 
  基づく学校設置会社による学校設置事業等に 
  ついて」（文科大臣政務官通知）  
  内閣府地域活性化推進室通知「学校設置に 
  よる学校設置事業に関する取り扱いについて」   
  大学設置基準 
  ・第３７条（校地の面積）    
  入管法    
  職業能力開発促進法 

規制改革提案⑧ 大学や通信制高校等に関する規制緩和 

〔提案趣旨〕 

・通信制高校は当然全国広域的に行われるものであり、「面接指導」、「添削指導」、「試験」  

 を特区区域内において行うべきという不合理な指導をするべきではない。 

・大阪が戦略的に大学を誘致するにあたり、都市である状況に鑑み、複数の大学が、共同で運動 

 場や、講義場所等を設置し利用することを考え、共同設置することを認めるとともに、校地や 

 校舎面積を単に両者の収容定員の合計を当てはめるのではなく、講義場所や校地面積について  

 柔軟に対応。 

・総合国際職業訓練校を誘致し、中小製造業などへの人材供給を支援するとともに、外国人人材 

 の活用を促進。 

【規制緩和の内容】 

  構造改革特区法の改正 

   ・通信制高校の規制緩和 

  大学設置基準の改正 

   ・校地面積（10㎡/人以上）の緩和 

  出入国管理及び難民認定法 

≪規制緩和により考えられる効果≫ 
  ■通信制教育の推進 
  ■都心部への大学誘致 
  ■産業人材の育成 



提 案名 ⑧ 大学や通信制高校等に関する規制緩和 

テーマ 8-1 通信制高校の規制緩和 8-2 都心への大学設置 8-3 総合国際職業訓練校の設置 

現行制度
の概要 

株式会社による通信制高校は、構
造改革特別区域法に基づき2004
年から全国に20校以上設置され、
現在約２万人の生徒が在籍。 

この通信制高校は、文科省等が
「面接指導」、「添削指導」、「試験」
を特区区域内において行うという
行政指導を実施。 

現行の大学設置基準は、単独で設置するこ
とを前提として、設置基準において、運動場
や校地の面積、校舎の面積等を定めてい
る。 
工場等制限法（2002年廃止）で大学の新増

設が制限されていたため、大学が郊外へ移
転し、都心部での大学設置数が減った。 

公共職業訓練は、離職者、在職者、
及び学卒者に対して行われている。 

課題・ 
支障 
事例 

全国が対象となる広域通信制高校
の活動を特区区域内に封じている
ため、生徒の経済的、時間的負担
等が大きい。 

現行制度では、運動場や講義場所等を共
同設置して利用することを前提に複数の大
学が設置できない。 

職業訓練校での就学は、留学ビザ
の対象になっていない。 

外国人は在留資格を取得している
前提での利用となり、離職者、学卒
者は利用が困難。 

具体的規
制の根拠 

・構造改革特区法第１２条第２項 
（学校教育法の特例） 

・学校法人の寄附行為及び寄附行為の変
更の認可に関する審査基準（平成19年文
部科学省告示第41号） 

・大学設置基準（校地、校舎等の施設設置）
（昭和31年10月22日文部省令第28号） 

・出入国管理及び難民認定法 
 

方向性 

通信制高校の「面接指導」、「添削
指導」、「試験」を特区区域外でも
可能とすべき。 

複数の大学による、運動場、講義場所等の
共同設置利用の認可。 
講義場所や校地面積に関する大学設置基
準の緩和。 

総合国際職業訓練校を誘致し、中
小製造業などへの人材供給支援や、
外国人人材の活用を促進。 

関係先 文部科学省 文部科学省 法務省 

備考・留意点 

個別提案シートの例 
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第３章 

府市改善提案 

○第３章では、委員やヒアリングを行った事業者から提案のあったものの内、条例や 
 
  
 運用等の大阪府・市で実施すべき規制改革の提案を示す。 



現行制度の 
概要 

大阪府屋外広告物条例では、以下の場所では屋外広告物の設置を規制。 
（官公署、学校、研究所、図書館、美術館、音楽堂、公会堂、記念館、体育館、天文台、  
 記念塔の敷地） 

課題・支障 
事例 

現行制度では、他法令で表示、設置されるもの、道先案内図その他公共上やむを得ない施設名称と
して掲出されるもの、公共団体等が地域における公共的な取組みや管理に要する費用に充当する
目的で掲出されるものなどが適用除外として取扱われている。官公署等の公共施設の利活用が求
められている昨今、規制緩和が必要 

規制の根拠 
・大阪府屋外広告物条例第４条第１項（禁止区域等） 

方向性 
官公署等で民間事業者による屋外広告物（地域案内板等）の掲出需要があることから、公共性に対
する一定の配慮を誘導しながら、民間広告物が掲出できるよう、府条例を規制緩和 

考えられる 
効果 

府の官公署の屋外広告活用促進 

提案① 屋外広告物条例の規制緩和 

〔提案趣旨〕 

・官公署等で民間事業者による屋外広告物（地域案内板等）の掲出需要があるため、公共性に

対する一定の配慮を誘導しながら、民間広告物が掲出できるよう、条例の規制緩和を行う。 
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現行制度の
概要 

建築基準法では、検査済証の交付にあたって、建築基準関係規定以外については適合性の確認を
する規定はないが、大阪市では大規模建築物事前協議制度をはじめとするまちづくりを誘導する各
制度等の実効性を高めるため意見書の運用を実施している。 

課題・支障 
事例 

・建築物等の検査済証を交付を受けるには、大阪市では意見書に関係各課の回答がないと発行さ
れないため時間を要する。 

規制の根拠 
・大規模建築物事前協議制度をはじめとするまちづくりを誘導する各制度等の実効性を高めるため
意見書の運用 

方向性 
まちづくり関連の各制度等の実効性を高めるため、工事完了時に協議事項の履行確認を速やかに
行う。 

考えられる 
効果 

各制度の実効性を確保しつつ、意見書への回答を速やかに行い、検査済証をいち早く発行すること
で、事業活動の早期の開始を図る。 

提案② 事前協議等に関する意見書への速やかな回答 

〔提案趣旨〕 

・建築物等の検査済証を交付するにあたって、大阪市では意見書に関係各課の回答がないと

発行されない。 

・1日でも早く検査済証を取得し事業活動を開始するため、市の意見書制度を見直し。 
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(1) 委員からでたアイデア 
 
 
(2) ヒアリング・アンケート結果 
 

※ 参考資料 
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堺屋委員提案（抜粋） 
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４．総合的国際職業訓練校を誘致し、中小製造業など 

  への人材供給を支援 

  ドイツ・スイスなどでは、高校卒業者の５割近くが、大学 

 では無く職業訓練校に進学し、中小企業の高い競争力を 

 支えている。大阪地区に総合的職業訓練校を誘致し、 

 しかも学生は国内だけでなくアジア周辺諸国から幅広く 

 募集し、優秀な有資格者に労働ビザ認めることにより 

 少子高齢化による人材不足を補う。 

 （移民に対する抵抗は根強いが、資格要件を明確に 

 する事により抵抗を緩和。留学生は帰国しても母国で 

 役立つ手に職をつける事ができ、周辺諸国からも感謝 

 される） 

    •職業能力の資格認定制度 

    •職安からの失業保険はクーポン化して 

     職業訓練校で適用 

    •就学・就業ビザ要件の緩和 

(1) 委員からでたアイデア 

 
２．教育特区 
   大学校舎の誘致 
   大学法人に賃貸している不動産の減免税 
   外国人教員の採用 
   検定外教科書の採用 
   授業日数の自由化 
 
３．広告特区 
   広告制限の緩和、奨励 
   広告看板税の廃止 
   広告奨励法（大阪広告コンクール） 
 
４．歩行者天国と自由集会場の設定 
   歩行者天国の設定 
   集会、行事広告の設定 
 
５．梅北西地区板壁絵画通りの設定 
   絵画許可 
   アトリエ付き市営住宅の建設 
   コンクールの実施 
   作画中の道路使用許可 
   広告掲示 

 

余語委員提案（抜粋） 



原委員提案（抜粋） 
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岸委員提案（抜粋） 

 
１、「岩盤規制」の主要例 
  ～特に成長戦略との関連でよく議論されるもの 
 
（１）統制された分野 
 
 
  
 
  
（２）衰退産業から成長産業への円滑な労働移動 
   ～労働規制 
 
２、いわゆる「官業」と民間開放 
 
（１）インフラ： 空港、港湾、有料道路、上下水道 
（２）公共施設： 学校、幼稚園、保育所、図書館 
（３）行政サービス： eg 教員研修 
 
３、「楽しさ」「生活の豊かさ」に関わる課題 
 
（３）都市デザイン 
○用途規制、容積率 

 

分 野 数量規制 参入主体規制 

学校教育 私学審議会 株式会社参入規制 
公設民営禁止 

１ 検討の視点 
（１）キーワードは「楽しさ」（効率・安全・平等という従来の倫理観・ 
   正義を超えたイノベーションを） 
（２）東京との比較（東京でできるのならば、大阪でできないはずはない） 
（３）世界の他都市との比較（世界からヒト・モノ・カネ・情報が集まる都市 
  “大阪”へ） 
 
２ 重点項目 
（１）教育 
＜問題点＞ 
①株式会社立学校には、学校法人との差別がある（税、助成金など）。 
②通信制学校には、「添削指導、試験は特区内」という不合理な指導 
  が行われている。 
③学校全体または一定の科目教育を民間に委託する公設民営学校 
 がない（米国では、チャータースクールという一種の公設民営学校が 
 約３千校ある）。 
④府の条例の設置基準が原因で、特に大阪は、都心に大学が少ない。 
⑤政治的中立性の確保、教育の継続性・安定性の確保、地域住民の 
 意向の反映という目的は、現行の教育委員会制度でしか達成でき 
 ないのか、もっと良い制度はないのか 
 （そもそも教育委員会を廃止できないのか）。 
    → 例えば、大阪で公設民営学校を設立できるか。 
 
（２）建築 
＜問題点＞ 
①容積率規制、高さ規制、用途規制などが厳しいため、自由な建築 
 ができない。 
②規制が厳しい結果、既存不適格建物を規制に適合させて再建築 
 することができないため、かえって不適切な状態が残存している。 
    → 例えば、アトリエ付き住宅を自由に建築できるか。 



（２）ヒアリング・アンケート結果（建築土地利用・雇用等関係抜粋） 
・ヒアリング・インタビュー 平成２５年１月～６月実施 、アンケート調査 ： 事業者団体・企業（平成２５年３月２８日～４月３０日） 
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項目 支障事例 提案 国の法令 国の運用 大阪府の条例 大阪市の
条例

大阪市以外
の条例

大阪府運用 大阪市運用 大阪市以
外市町村
の運用

備考（事実確認に関し
て）

駐車場設置義務 市町村が条例で制定している集合住宅の駐車場設置
義務が一律戸数×△％と規定されている場合が多く、
集合住宅のニーズに比較して過多。現在都心部では
高齢者や単身者が多く、車保有者数が少ない。それ
にかかわらず、分譲・賃貸の区別なく台数が一律。

実数のニーズに応じたきめ細
かい台数が必要

建築物にお
ける駐車施
設の附置等
に関する条
例

○駐車場附
置義務条例

○大阪市共同住
宅の駐車施設に
関する指導要綱

○開発要綱

防火対象物が開
口部のない耐火
構造の適用につ
いて

防火対象物が開口部の無い耐火構造の床又は壁で
区画されているときは、別の防火対象物とみなさてい
ることから、両者をつなぐダクトや管などの設置が認め
られない。

緩和できないか。 ○消防法、消防法施行
令第８条

○平成７年３月31日付
け消防予第53号通知
及び平成19年10月５
日付け消防予第344号
通知の運用

― － ○国の運用と同じ ○市町村の
判断

消防法と建築基
準法の規程対象
物

消防法と建築基準法は同じ対象物を規定している場
合、基準が相互に異なる場合がある。

消防に特化しているものは消
防法に委ねるべきではないか

○消防法・建築基準法
（非常用進入口、無窓
居室基準）

バリアフリー　廊
下の手すり設置

建築基準法では廊下に手すりを付ける場合は、手すり
分が廊下幅としてカウントないので、付設する前の廊
下の幅が基準値であった場合、手すりを付けられない
状況

階段の場合は認められるの
で、階段と同様の措置として
ほしい

○バリアフリー法施行
令
○建築基準法施行令

バリアフリー法逐条解
説2006（建築物）第２
版

○福祉のまちづ
くり条例

○大阪市ひとにや
さしいまちづくり整
備要綱

都市計画法の建
築・土木同時着
工

開発許可を得た開発区域内の土地においては、開発
の終了に伴う現地確認が下りないと建築確認申請が
できない。着工に非常に多くの時間を要する

柔軟な運用又は申請は受け
付けて確認は開発終了以降
に行うなどの措置が取れない
か

○都市計画法 ○都市計画法37条の
運用

○都市計画法37条
の運用

○都市計画法37
条の運用

○都市計画
法37条の運
用

建築基準法の規則では、開
発許可の検査済証の添付を
もとめていないので、大阪府
では、基本的には、添付を求
めてはいない。ただし、敷地
の状況（例：開発許可による
道路に接道する敷地）の場
合は法的に必要となることが
ある。

マンション建て替
え決議

マンションの建て替えに必要な住民の決議は４/5であ
るが、優良建築物の補助申請は全員同意が条件。一
団地総合的設計制度で分筆や敷地の縮小を伴う場合
は全員同意が条件。

全員同意を求めている規定の
緩和

○建築基準法　86条
（一の敷地とみなすこと
等による制限の緩和）
86条の５（一の敷地とみ
なすこと等の認定又は
許可の取消し）

○優良建築物等整備
事業制度要綱・建物の
区分所有等に関する
17条、39条、62条

※大阪府としての補
助事業はなく、独自
の補助要綱は定め
ていない

制度要綱等廃止
済

国が定める優良建築物等整
備事業制度要綱において
も、全員同意までは求めてい
ない。

市における開発
要綱や運用の不
透明さ

市における開発要綱や運用の基準の明細が明確にさ
れないため、予見できない。申請等を行って、NOとさ
れることとなる。

開発要綱や運用の明細につ
いては、事前に開示されるべ
き。

○開発許可制度運用
指針

○開発道路の整
備等に関する技術
基準

○開発要綱
や運用

高層化に伴う日
陰規制

・1団地内の2棟を建て替えて1棟に集約化し、1棟を高
層化し、1棟は後々撤去する際において、1棟が撤去さ
れるまでの間であるが、高層化に伴う日影規制に抵触
するため不可とする例がある。市によって、運用が非
常に厳しいところがある。

柔軟な運用とすること ○建築基準法８６条
の運用

同左 同左 大阪府・大阪市では、支障事
例のような取り扱いはしてな
い。
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項目 支障事例 提案 国の法令 国の運用 大阪府の条例 大阪市の
条例

大阪市以外
の条例

大阪府運用 大阪市運用 大阪市以
外市町村
の運用

備考（事実確認に関し
て）

市町村の開発指
導要綱：基準ス
ペックが現場の
実情に合ってな
い。

・大阪府内のＡ市、既に幹線道路は開通済であるの
に、住区内の住民やゴミ収集車等が通行する生活道
路の幅員を12メートルとしている。明らかに過大。過去
にニュータウン開発などを行い、地域に初めてメイン道
路を通す際に作った道路幅員がそのまま改正されず
に残っているのではないか。今その必要性を問うても
答えられないものも多い。

時代の流れに応じて、幅員に
ついて適宜見直しをすること。

○都市計画法 ○開発許可制度運用
指針

○市町村開発要
綱

同左 大阪市では生活道路をすべ
て１２メートルの幅員にする
ような指導はしておりませ
ん。

既存不適格の適
用の緩和

公営住宅のバリアフリー化において、後付エレベー
ターを付設する場合、半階上がり半階下がりとなるた
め完全バリアフリーは無理（エレベータと住宅は別建
物）。このため廊下を延長する形（廊下を建物の余力を
活用した吊り廊下とする）でエレベーターに接続させよ
うとすると、建物の増改築に相当し、建物全体を現基
準に適合させることが必要となる。

　⇒単にエレベータと接続さ
せるための廊下の付設であれ
ば、既存不適格適合を緩和す
べき

○建築基準法　３条
（適用の除外）　86
条の７（既存の建築
物に対する制限の
緩和）・建築基準法
施行令第137条の該
当なしの運用

同左 同左

住居地域の用途
地域

住居専用地域に、住民介護用の事務所を設置しようと
する場合認められない

柔軟な対応によること ○建築基準法４８条１～
３条

○建築基準法48条
（用途地域）別表第
二（用途地域等内の
建築物の制限）の判
断

同左 同左

派遣業と請負に
ついて

・派遣と請負との境目の問題。発注企業は、請負労働
者へ直接指導ができず、マニュアルで示した業務しか
できなくなっているため、技術指導が困難。
・ 企業からは生産性を高めようとしたら指導もしたい。
責任者に言うだけというのは現実的ではない。
・ 裁量による指導のばらつきがある

請負においても、直接指導を
行えるようにすること

○労働者派遣法 ○労働者派遣事業と
請負により行われる事
業との区分に関する基
準（37号告示）

建設業の派遣 ・ 建設業については、現在も派遣が認められておら
ず、請負によるものとなっている。

建設業についても派遣を認め
てほしい

○労働者派遣法4条第1
項

日雇派遣 ・ 日雇い派遣について、原則禁止となったが、１日だ
けだが100人規模で労働力が必要な時にハローワー
クで紹介するのは難しい。

派遣が持っている労働力の需
給調整機能を積極的に評価
すべき。

○労働者派遣法35条の
３

高齢者継続雇用
制度

・ 25年4月から、65歳までの希望者全員に対する継続
雇用制度の導入が義務付けられるが、年金支給開始
との関係もあり一定理解できるが、企業だけが責務を
負うのは困難。

今後の推移をみつつ、企業だ
けに責務を負うということにつ
いての見直し

○高齢者雇用安定法

ホワイトカラーエ
グゼンプション

・ ホワイトカラーの業務は多様であり、必ずしもその成
果を労働時間で測れるものでないため、一頃ホワイト
カラーエグゼンプションが「残業代ゼロ法案」と言われ
て消えたが、やはりその考え方も必要。

一律の労働時間で規制すべ
きではなく、多様な働き方を支
える労働時間制度が必要。

○労働基準法32条他

有期雇用契約 ・ 有期労働契約を5年継続すると、無期で労働契約が
できることとなるが、5年満たないまでに切るという企
業もある。基本は当事者（労働者と企業）の意思であ
り企業ごと状況は異なる。

全ての労働者が無期での契
約を望んでいるものではなく、
企業ごとに方針を定めるべき
ものであり、法律で一律に定
めるべきではない。

○労働契約法第18条
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項目 支障事例 提案 国の法令 国の運用 大阪府の条例 大阪市の
条例

大阪市以外
の条例

大阪府運用 大阪市運用 大阪市以
外市町村
の運用

備考（事実確認に関し
て）

合同労組の設立 ・ 合同労組は労働者1人でも加入できる。社内に組合
員が一人であっても労働組合から団体交渉を求められ
れば、労働組合法上拒否すれば不当労働行為になる
ため、企業は応じなければならない。
・ 1人との間で話がまとまったからといって他の労働者
が納得できるわけでもない。

せめて従業員の一定割合以
上の組合だから団体交渉をせ
よというものにすべき。

○労働組合法7条の2ほ
か

最低賃金が都道
府県一律で定め
られている

・ 最低賃金について、隣接都道府県間での格差（例：
大阪800円、兵庫749円）が拡がっている。
・ 昭和53年に中央での目安が示されたためあまり大
きく差が出ないようにしていたが、6年前に生活保護と
の整合性を取ることが求められた（法律規定）。
・ 生活保護では府県ごとに人口加重平均により算出
するため人口集中度の高い大阪では保護水準が高く
なる。その結果最賃水準も上げろということになる。
・ 都道府県ごとに一律に定めるということついては合
理性が無い。大阪府内であっても大阪市内の企業の
支払い能力と、都市から遠隔地の市町村の支払い能
力は違う。

・全国あるいは広域で（最低
賃金額を）一本化した上で,大
都市特例などを設けた方が、
現実に即した制度になるので
はないか。

○最低賃金法9条

労働者への労働
条件明示

・ 労働基準法における労働者への労働条件の明示に
ついて、書面での明示を行う必要がある。

現在社会の状況からファック
スやメールなど電子媒体を活
用することも認めるべきであ
る。例えばテレワークで出勤
不要という職種でこれだけは
手渡ししなければならないと
いう問題が生じる。

○
労働基準法15条、同施
行規則５条3項

就労支援 国（ハローワーク）、府、市がバラバラに就業支援（セミ
ナー、マッチング等）を行っている。

すべてを一元化する、もしくは
役割分担を明確にすべき

○職業安定法 ○就労支援のため
の各種制度の実施

○就労支援のた
めの各種制度の
実施

建設業の分類が
情勢に合ってな
い

・ 建設業法（昭和28年制定）においては業種を法律で
28業種に分類しているが、その分類が変わっていな
い。現在の情勢に合致しておらず、国土交通省による
ガイドラインにより、無理やり業種を当てはめている状
況。国・都道府県による経営事項審査において、土木
工事一式の実績と認められない場合がある（これは一
式工事ではない、専門工事だという話）。そうなると工
事実績がゼロとなる。業種判断において業者が振り回
されている。

業種を今の状況に併せて見直

すべき。

○建設業法２条、その
他

裏付け書類の手
間

・ 工事実績の裏付けとして、工事契約書・注文書・請
書等の提出を求められるが、例えば大阪市では変更
契約という書類ではなく、「変更承諾書」という書類で
処理されており、裏付け書類で「変更契約書」に該当
せず、もう1点客観書類での確認が必要ということで、
それ以外のものを求められるなどの手続きの手間が
かかる。

変更承諾書も、変更契約書と
して認めるべき

○建設業法第２７条の２
６第４項
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項目 支障事例 提案 国の法令 国の運用 大阪府の条例 大阪市の
条例

大阪市以外
の条例

大阪府運用 大阪市運用 大阪市以
外市町村
の運用

備考（事実確認に関し
て）

建設業在籍技術
者の確認書類

・建設業では国交大臣許可と知事許可があるが、在
籍技術者の確認書類は大阪府の方が多い。整備局は
社会保険証と社会保険標準報酬だが、府はもう1点求
められている。

大阪府において地方整備局
並みの確認書類にできないか

○建設業法第２７条の２
６第４項

○健康保険・厚生年金
保険被保険者標準報
酬決定通知書及び健
康保険被保険者証

○平成２１年大阪府
告示第５７０号２（１）
ウに掲げる経営規
模等評価の申請及
び総合評定値の請
求に係る知事が審
査に必要と認める
書類
　健康保険・厚生年
金保険被保険者標
準報酬決定通知書
及び健康保険被保
険者証、所得税源
泉徴収簿など

建設業の役員の
経験年数

・ 建設業の経営経験（取締役以上）が5年以上でない
と、経営者は新規参入（５００万円以上の請負受注）で
きなくなっている。参入規制といえる。しかし経営者に
しなければならない仕事が法律上あるかといえば無
い。
・大企業の子会社では役員が2年で交代する。5年の
建設業の役員経験が欠ける恐れが高い。

・本規定の削除あるいは、年
数の短縮化、講習の受講など
の代替措置を作ること

○建設業法7条、国交
省告示第438号

緊急雇用基金①
膨大な資料要求

・基金そのものが地方自治体に対する補助なので当
然ながら補助金適正化法の適用なのできわめて厳し
い。当然といえば当然だが、非常に膨大な書類や、精
算に時間がかかる、民間事業者からは非常に負荷。

提出資料の簡素化を図ってほ
しい

○緊急雇用創出事業
実施要領

○緊急雇用創
出事業臨時特
例基金条例

○大阪府ふるさと基
金・緊急雇用基金事
業費補助金交付要
綱

緊急雇用基金②
人件費比率など
様々な制約

・緊急雇用基金実施事業については、人件費比率を
はじめ、事細かく仕様でいろいろな制約がある。

ターゲットと成果を明確にして
方法論やコストは民間の事業
者の創意工夫に任せるという
やり方ができれば。だいたい
は競争になり公平な選択がで
きると思うのでそうしてもらえ
たらもっと効果的に活用でき
るはず。

○
緊急雇用創出事業実
施要領

緊急雇用基金③
資本金、過去実
績で提出資料を
緩和

・自治体によっては資格自体をＡ，B，Cに区分し、資本
金とか過去実績でＡランクはこの資料は求めない等の
措置をしているが、大阪府は全て毎回その都度資料も
出さなければならず、知る限りでは日本でも一番厳し
い。

他府県なみに資本金とか実
績によって資料を簡素化する
などができないか

○大阪府公募型プ
ロポーザル方式実
施基準

登録型派遣の職
種制限

登録型の派遣の派遣領域で２６の職種制限は非常に
混乱している。届け出でできる偽装請負会社もしくは
特定派遣会社に仕事が細かく分散して流れていてい
る。

職種制限を緩和して派遣先の
会社が派遣労働者やいっしょ
に仕事している人に指導でき
るようにすべき。

○労働者派遣法法第40
条の2第1項第1号、施
行令
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項目 支障事例 提案 国の法令 国の運用 大阪府の条例 大阪市の
条例

大阪市以外
の条例

大阪府運用 大阪市運用 大阪市以
外市町村
の運用

備考（事実確認に関し
て）

30日以内の日
雇派遣が禁止

実際の職場にはいたるところに30日以内の日雇派遣
のニーズはある。学生のみなさん、主婦。雇用される
側では小売り流通、イベント、選挙など幅広いニーズが
ある。

日雇派遣について緩和するこ
と

○労働者派遣法35条の
３

国際間の人材移
転

国際間の人材紹介の免許は、相手国政府の許可を先
に得ないと日本政府が許可を降ろしてくれない。相手
側が開発途上国なら、こうした法令整備が整っていな
い。法整備が無い国に免許くださいといっても無理で、
日本が先に出してくれたらと言われるが、それを国に
いうと「先には出せません」と単に逃げられているとし
か思えない対応

許可における、相手国免許主
義の緩和

○職業安定法第31条
第1項の有料職業紹介
の許可にかかり、国外
にわたる職業紹介の
許可

高卒新卒者の募
集

・ 高卒新卒者の募集については、学校訪問は原則禁
止されており、文書募集（新聞・出版物等による募集）
は、ハローワーク経由のみである

学校訪問等の緩和 職業安定法26，27条、
33条

開発公園の帰属 ・3000㎡以上の開発を行う場合は、都市計画法に基づ
き3%の公園を整備することとなっているが、一部の市
では、この公園を条例等で行政に移管することを義務
付けている。
・しかし、移管しても、近隣住民からの苦情等を踏まえ
て、緑化等を抑えるので公園としての機能が発揮され
ていない。（大阪市は自主管理公園として運用）

・住宅の管理組合など継続的
に公園管理ができる集合住宅
の場合、一定面積以下の公
園は自主管理公園として整備
すべき。行政の維持管理等の
コスト削減にも寄与

○「都市計画法」

に基づく開発許可

制度に係る審査基

準

集合住宅の採光
の算定の仕方

・採光の解釈を、窓は廊下と平行の窓のままで、障害
物がかわせる角度と、窓の両端からの線と窓の高さで
必要採光面積を算出しても可とする

・採光の解釈を、窓は廊下と
平行の窓のままで、障害物が
かわせる角度と、窓の両端か
らの線と窓の高さで必要採光
面積を算出しても可とする

建築基準法施行令第20
条

高度斜線制限 日影規制のあるエリアでは、日影規制自体に加えて、
高度斜線制限により、建物のセットバック増による形状
の悪化や、建築面積増により、北側近隣地の日照条
件が悪化する場合があり、緑化面積確保にも影響す
る。

・日陰規制のあるエリアでは、
高度斜線制限を無くすべき

○都市計画法9条17項

隣地を活用した
建て替え事業に
おける譲渡所得
税

・既存不適格住宅への対応や仮住まい不要の建て替
え事業への対応として隣地を取り込んだ事業スキーム
が考えられるが、同一敷地要件が障害となり、立体建
て替え特例が適用外となり、居住されていない買戻し
希望者には譲渡所得税が負担となる。

・隣地を取り込んだ事業ス
キームにおける同一敷地要件
の緩和。

○租税特別措置法
37条

既存不適格住宅
に関する容積緩
和

・既存不適格住宅の中でも容積オーバーのマンション
の建て替えに支障
※総合設計制度による容積割増では公開空地などの
制約が大きく、かつ高層建物となり工期延長による仮
住まい期間の延長や高層化による建築コスト増大の
負担が弊害となる

・容積緩和 ○建築基準法52条、59
条の２
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項目 支障事例 提案 国の法令 国の運用 大阪府の条例 大阪市の
条例

大阪市以外
の条例

大阪府運用 大阪市運用 大阪市以
外市町村
の運用

備考（事実確認に関し
て）

建築物整備事業
における土壌汚
染対策

土壌汚染対策の地下水モニタリングが２年間とされて
いるのは長期である。

期限の緩和 ○土壌汚染対策法
（施行規則別表第六
第二項～七項）

○大阪府生活
環境の保全等
に関する条例
（施行規則別表
第十八の七　第
二項～七項）

駐車場設置率の
緩和

・建て替え事業の地権者には高齢者が多く、車を要望
しないケースがあるが、各行政指導要綱では駐車場
設置率100％という行政が多い（大阪市以外の市町
村）
・建て替え事業の実態では60～70％で十分。
・高齢者だけでなく若者も車離れが進み、カーシェアの
普及も進む中、100％設置は過剰な指導
・管理費収入が見込めないほか、機械式駐車場のラン
ニングコスト負担、駐車場設置による建設費アップにも
なる。

・台数について緩和すること 建築物にお
ける駐車施
設の附置等
に関する条
例

○大阪市共同住
宅の駐車施設に
関する指導要綱

○市町村
（大阪市を
除く）の要綱
等

不燃化特区制度 大阪市においては、現行制度として不燃化促進事業
（優先地区に限る）があるが、要件等が解体費、設計
費、不燃化にかかる経費に限られている。
・土地所有者等が複数いるときには全員の同意が必
要である

・全員同意の緩和
・仮移転費、建設費の主要部
分を補助対象とすること

大阪市主要生活
道路不燃化促進
整備事業

指定建築物の高
さや人口等の制
限

市町村の要綱で、
・建築物の高さ・階数を制限する旨要請するもの
・一定数の計画戸数以上の集合住宅を建設予定する
場合に、用途地域に応じて、人口密度を設定している
ものがある

・高さ・階数、人口密度等の設
定の緩和

○市町村指
導要綱

大阪市該当なし

住民協議の範囲 開発に当たって、指導要綱等で周辺住民との協議を
求められる場合があるが、一般的には建物の高さの
半径の範囲内の住民とされる。しかし、一部の市では
過剰と思われる範囲の協議を求められる場合がある。
・A市　建物外壁面からの高さの3倍
・B市　条例により床面積2000㎡以上で境界から建物
高さ3倍の範囲
・C市：建物2倍、午前8時～午後4時までの日影の土
地権利者への説明
・D市：条例により敷地境界から建物高さ2倍
*高さ2倍以上は一般的な例に比べて広範囲。日陰を
対象とするのは他都市に例がない。いずれも、説明対
象が広範となり、労力や日程で負担となる。

・高さ基準を緩和し、建物の高
さの半径の範囲内とすること

市町村の条
例、要綱

○建築計画の事
前公開に関する指
導要綱

市町村指導
要綱
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項目 支障事例 提案 国の法令 国の運用 大阪府の条例 大阪市の
条例

大阪市以外
の条例

大阪府運用 大阪市運用 大阪市以
外市町村
の運用

備考（事実確認に関し
て）

開発道路の市町
村への移管

・マンション開発を行った場合、地域内を通る開発道路
については拡幅や利用度に応じて市町村に移管され
るべきであるが、大阪市は引き取らない。
このため私道の扱いとなるが、当然区域内の者も通行
するのであり、道路交通法の適用や管理が適切に行
き届かない支障がある。

・マンション開発を行った場
合、地域内を通る開発道路に
ついては拡幅や利用度に応じ
て市町村に移管されるべき

○

許認可の財産要
件

財産要件（純資産2000万円、預金1500万円。預金は
純資産に含まれる）が金額が多すぎるのではないか.

保険制度や預託制度などの
改善を求める

○労働者派遣法 ○人材派遣業許可基
準

マンション建て替
えの同意要件の
緩和

・マンションの建て替えについては、住民の80%の同意
が必要であるため、進んでいない。

同意要件を緩和するべきであ
る。国交省で同意要件を50%
まで引き下げることを検討して
いるが、早急に進めるべき

○建物の区分所有等に
関する17条、39条、62
条

用途地域におけ
る規制緩和

各種用途地域における建築基準に関しての緩和。例
えば一種、二種低層住居エリアにおける住居以外の
建物建築など

各種用途地域における建築
基準に関しての緩和。

○都市計画法、建築基
準法別表第二

大阪市では、第一種低層住
居専用地域、第二種低層住
居専用地域は指定されてい
ない。

マンションの非
常用電源重油の
量

・建築基準法では、用途地域に応じて危険物の貯蔵
量が規定されている。
・２０００リットルを超える貯蔵タンク（地下）は地下タン
ク貯蔵所として政令の基準を満たす必要あり。
・自家発電機を24時間稼働したときの燃料消費量が
2000リットルを超える自家発電機の設置は、危険物一
般取扱所となり、政令基準を満たす必要あり。
・規制量を守ると40時間程度しかもたない

・自家発電機にかかる規制に
ついては、災害時のみ稼働す
る非常用発電機に限定して規
制緩和を検討すべき

○建築基準法48条、建
築基準法施行令116
条、
消防法9条の4、危険物
の規制に関する政令

○建築基準法施行令
116条、130条の９。危
険物の規制に関する
政令

○市火災予
防条例第4
章

○各市町村
条例

○能勢町は消防本
部をもたないので、
大阪府が規制事務
を担当している。

就業規則の廃止 ベンチャー企業が成長するにあたって、就業規則によ
り縛られてしまい、阻害されている。

裁量労働の中で就業規則を
つくるなどを認めても良いので
はないか

○労働基準法（第89条）

ビッグデータの
活用

・企業や行政がもつビッグデータを災害時の人の動き
の確認や、医療・保健の政策向上において活用できな
い。

より厳格なデータ管理の実施
を条件に、「個人を特定できる
情報を削除する」「（一定の基
準を設けて）匿名化を行う」こ
とで、『個人情報』とされる対
象から除外する。

○個人情報保護法第十
六条一項
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項目 支障事例 提案 国の法令 国の運用 大阪府の条例 大阪市の
条例

大阪市以外
の条例

大阪府運用 大阪市運用 大阪市以
外市町村
の運用

備考（事実確認に関し
て）

都心への大学設
置

・現行の設置基準（文科省告示）は、大学が単独で設
置することを前提として、設置基準の運動場や校地の
面積、校舎の面積等を定めている。
・本設置基準はそれぞれの大学の単独設置による基
準であり、複数の大学が施設を共同設置・管理するこ
とを想定していない。

・大阪が戦略的に大学を誘致
するにあたり、都市である状
況に鑑み、複数の大学が、共
同で運動場や、講義場所等を
設置し利用することを考え、共
同設置することを認めるととも
に、校地や校舎面積を単に両
者の収容定員の合計を当て
はめるのではなく、講義場所
や校地面積をマイナスするこ
とで検討すべき

大学設置基準（校地、
校舎等の施設設置）

地階に自動車車
庫等を設ける場
合に義務付けら
れる機械換気設
備

地階の駐車場に求められる「機械換気設備の換気量
25㎥／床面積㎡」または「床面積の１／10以上の自
然換気開口面積」の基準を見直すべきであると考えま
す。
府条例の規定は、地階駐車場について、自動車の排
ガス等を排出するために床面積の1／10以上の自然
換気開口もしくは居室換気同等の機械換気設備のい
ずれかを設けることを義務付けています。

建築物に付帯する駐車施設
の整備は今後も社会的に必
要と考えられますが、昨今、
ハイブリッド車の普及や排ガ
ス規制等により排ガス排出量
が低減されていることから、こ
れらの開口面積や機械換気
能力の基準値を見直すべきで
あると考えます。

○大阪府建築
基準法施行条
例第52条第二
号

開発工事完了公
告までの建築制
限等について

開発工事と建築工事を一連で行う場合、双方は随所
で関連し合っており、開発工事のみを先に完了させる
ことは時間やコストの面で無駄が多くなります。知事の
承認を受ければ、建築工事を併せて行うことができま
すが、その承認申請は、府下においても取扱いや承
認条件等にばらつきがあり、その対応にも無駄な労力
を費やしています。

まずは「開発工事を完了させ
た後に、建築工事を行うべき
である」という根本的な考え方
を改めるべきであると考えま
す。
開発工事を伴う建築工事等に
おいて、知事の承認を受けた
場合を除き、開発工事の完了
公告までの間は建築工事等
に着手できないとする規定を
廃止すべきであると考えま
す。

○都市計画法第３７条 ○都市計画法37条の
運用

○都市計画法37条
の運用

○都市計画法37
条の運用

○都市計画
法37条の運
用

大阪市および大
阪府の設計基準
の統一を図って
いただきたい。

例えば、市発注の開削工事において、府管理の近接
構造物への影響検討を行う場合、両方の設計を満た
すように設計書を作成することとなる。

設計や協議の効率化を図るた
め、設計基準の統一を図って
いただきたい。

○各種、設計基準 ○各種、設計基準

　緑地規制 大阪市では500㎡以上の敷地に緑化規制をし、大阪
府では1000㎡以上の敷地に緑化規制をしている。
大阪市で1000㎡以上の敷地には基準が異なるため、
緑地の設置の為2申請を行う事になり、提出先と協議
先が開発指導課と、みどり推進部協働課と違う上、設
置場所も違うので、書類作製・協議・提出に手間がか
かる。

準大規模建築物の建設計画
届出と緑化計画書の統合によ
る簡素化。

○大阪府自然
環境条例第33
条及び３４条

○大阪市　建築物
に付属する緑化指
導指針

建設業法（社会
保険の加入に関
する下請指導ガ
イドライン）

建設業法（社会保険の加入に関する下請指導ガイドラ
イン）において、
元請に指導の役割と責任を分担させているが、本来
所轄役所（国、厚生省等）が責任をもって指導、監督す
るべき。

本来所轄役所（国、厚生省
等）が責任をもって指導、監督
するべき。

○建設業法 ○社会保険の加入に
関する下請指導ガイド
ライン
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項目 支障事例 提案 国の法令 国の運用 大阪府の条例 大阪市の
条例

大阪市以外
の条例

大阪府運用 大阪市運用 大阪市以
外市町村
の運用

備考（事実確認に関し
て）

監理技術者資格
証の発行

監理技術者資格証の発行に当たり、監理技術者講習
と財団法人等で受講しなければならないが、一括管理
にしてほしい。

管理技術者資格証の発行に
当たり、管理技術者講習と財
団法人等で受講しなければな
らないが、一括管理にしてほ
しい。

○建設業法

省エネ法による
CASBEEの審査

・省エネ法に基づくCASBEEの審査については、現状
では特定行政庁に提出、審査する手続きとなっている
が、審査が非常に遅く建築確認申請と同様に、民間で
も受け付け・審査できる内容と思われる。

・省エネ法に基づくCASBEEの
審査については民間機関に
移行させるべきである

○大阪府温暖
化の防止等に
関する条例第16
条

○大阪市建
築物の環境
配慮に関す
る条例

本件（ＣＡＳＢＥＥの届出）の
根拠は、省エネ法ではなく左
記条例に基づく届け出制度
です。また、届出があった自
己評価結果の内容を、行政
が確認する際に、添付書類
の提出等を求めることがあり
ますが、内容は審査ではあり
ません。

建築確認申請を
行う前の防災計
画書の評定

平成12年施行の地方分権法による通達の失効によ
り、防災計画書の法的位置づけが無くなってから10年
が経過しているが、大阪府内では未だにその作成の
を命じている状況である。東京都では早くから廃止して
いるが、防災計画書作成・評定の取得には事業推進
のコスト。スケジュール等に大きく影響する。

大阪府内の建築申請に伴う
防災計画書の評定を廃止する
こと

○大阪府内建
築行政連絡協
議会要綱

○大阪府内
建築行政連
絡協議会要
綱
「大阪市に
おける防災
計画書の取
扱」について

○大阪府内
建築行政連
絡協議会要
綱

建築確認申請に
伴う調査報告書

建築確認申請書の提出に伴い、市町村の調査報告書
を添付することが義務付けられているが、
大阪府条例に基づく調査報告書制度は建築確認申請
の受付が滞ることが多い

市町村の処理が遅くならない
よう様式の簡素化を要望する
大阪府条例に基づく調査報告
書制度の運用改善に努めら
れたい

○大阪府建築
基準法施行条
例第７６条

事前協議等に関
する意見書への
速やかな回答

・建築物等の検査済証を交付するに当たり、大阪市で
は意見書による関係各課の回答がないと発行されな
い。

大阪市が実施している建築物
の検査済証発行の際の意見
書制度を廃止されたい。事前
協議に対する完成報告と検査
済み証の発行は分けて整理
すべきであり、1日でも早く検
査済証を取得し事業活動を開
始したい民間事業者の意向を
尊重していただきたい

○

大阪市ひとにや
さしいまちづくり
整備要綱の廃止

・大阪府福祉のまちづくり条例において福祉整備項目
が十分に整備されており、大阪市ひとにやさしいまち
づくり整備要綱は不要。当該事前協議は建築確認申
請受付、検査済証取得に影響を及ぼしており、迅速な
手続き及び経済活動に影響を及ぼしている

大阪市ひとにやさしいまちづく
り整備要綱は不要。

○大阪府福祉
のまちづくり条
例

○大阪市ひとにや
さしいまちづくり整
備要綱

ハローワークの
サービス

①ハローワークに赴かないと検索できないのは求人機
会、就職者機会の喪失。
②１度に紹介できる人数が５名に限られていて、プリン
ト数も制限。

ハローワークの求人情報につ
いて、どこからもアクセスでき
るようにすべき

職業安定法 行政サービス

準工業地域にお
ける引火性危険
物関係の事業所
や研究所の扱い

・昭和38年に大阪市から引火性危険物製造業の許可
を得て操業。当時工業地域から、現在は準工業地域。
準工では引火性危険物製造業は不適格建築物の指
定を受け、既存の20％以上の増設不可、壊したら再
建も不可。製造だけでなく事務所や研究所も同じ扱
い。

少なくとも製造に関わらない
事務所・研究所は通常の建築
物の扱いに緩和されたい

○建築基準法施行令１
３７条の７


